
JP 6209874 B2 2017.10.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基体と、
　前記基体に一重に固定された複数の電線と、
　複数の発光ダイオードと、を備え、
　前記複数の電線の各々は、芯線と前記芯線を被覆する絶縁部材とを有するとともに、前
記絶縁部材から前記芯線が露出する複数の露出部を備え、
　前記複数の電線の上面は、複数の高い部分と複数の低い部分とを有し、
　前記複数の露出部は、前記複数の高い部分にそれぞれ位置しており、
　前記複数の発光ダイオードの各々は、ＬＥＤチップであって、その正負の電極が、フリ
ップチップ実装により、前記複数の電線のうちの一組の電線が備える各露出部に対してそ
れぞれ接続され、
　前記複数の電線のうちの一組の電線は前記基体に対して平行に配置される、
　ことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記基体は溝を有し、
　前記複数の電線は前記溝に引っ掛けられている、
　ことを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記複数の電線は複数の屈曲している部分を有し、
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　前記複数の露出部は前記複数の屈曲している部分にそれぞれ位置する、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の発光装置。
【請求項４】
　複数の貫通孔を有する基体と、
　前記基体の裏面側に設けられた電線と、
　複数の発光ダイオードと、
　を備え、
　前記基体の裏面側に設けられた電線は、その複数の箇所が、前記基体が有する複数の貫
通孔において前記基体の表面側へ通じ、
　前記複数の発光ダイオードは、前記基体の表面側へ通じている前記電線の各箇所にそれ
ぞれ実装されており、
　前記電線は、複数本からなり、
　各電線は、一端と他端とが前記基体の裏面側から前記貫通孔を通って前記基体の表面側
に突き出ており、
　前記複数の発光ダイオードは、その正負の電極が、前記複数の電線のうちの一の電線の
一端と他の電線の他端とにそれぞれ接続される、
　ことを特徴とする発光装置。
【請求項５】
　前記電線は、アノード用の電線とカソード用の電線との一対からなり、
　前記アノード用の電線と前記カソード用の電線とは、前記複数の発光ダイオードが実装
される各箇所が、前記基体の裏面側から前記貫通孔を通って前記基体の表面側に一旦突き
出た後、再び貫通孔を通って前記基体の裏面側に戻るように曲げられており、
　前記複数の発光ダイオードは、その正負の電極が、前記アノード用の電線と前記カソー
ド用の電線とにそれぞれ接続される、
　ことを特徴とする請求項４に記載の発光装置。
【請求項６】
　前記基体の裏面側から前記貫通孔を通って前記基体の表面側に突き出た前記電線が前記
基体の表面に向けて折り畳まれていることを特徴とする請求項４に記載の発光装置。
【請求項７】
　前記電線は、アノード用の電線とカソード用の電線との一対からなり、
　前記アノード用の電線と前記カソード用の電線とは、前記基体の裏面側において前記貫
通孔の開口面を横切り、
　前記複数の発光ダイオードは、前記貫通孔内に設けられ、その正負の電極が、前記アノ
ード用の電線と前記カソード用の電線とにそれぞれ接続される、
　ことを特徴とする請求項４に記載の発光装置。
【請求項８】
　請求項４～請求項７のいずれか１項に記載の発光装置において、さらに、発光ダイオー
ド及び／又は保護素子が前記基体の裏面側の電線に実装されている、ことを特徴とする発
光装置。
【請求項９】
　複数の貫通孔を有する基体を準備する工程と、
　前記基体が有する複数の貫通孔において前記基体の表面側へ複数の箇所が通じるように
前記基体の裏面側に電線を設ける工程と、
　前記基体の表面側へ通じている前記電線の各箇所に複数の発光ダイオードをそれぞれ実
装する工程と、
　を有しており、
　前記電線は、複数本からなり、
　各電線は、一端と他端とが前記基体の裏面側から前記貫通孔を通って前記基体の表面側
に突き出ており、
　前記複数の発光ダイオードは、前記基体の表面側に設けられ、その正負の電極が、前記



(3) JP 6209874 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

複数の電線のうちの一の電線の一端と他の電線の他端とにそれぞれ接続される、
　ことを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項１０】
　複数の貫通孔を有する基体を準備する工程と、
　前記基体が有する複数の貫通孔において前記基体の表面側へ複数の箇所が通じるように
前記基体の裏面側に電線を設ける工程と、
　前記基体の表面側へ通じている前記電線の各箇所に複数の発光ダイオードをそれぞれ実
装する工程と、
　を有しており、
　前記電線は、アノード用の電線とカソード用の電線との一対からなり、
　前記アノード用の電線と前記カソード用の電線とは、前記複数の発光ダイオードを実装
される各箇所が、前記基体の裏面側から同一の前記貫通孔を通って前記基体の表面側に一
旦突き出た後、再び貫通孔を通って前記基体の裏面側に戻るように曲げられ、
　前記複数の発光ダイオードは、前記基体の表面側に設けられ、その正負の電極が、前記
アノード用の電線と前記カソード用の電線とにそれぞれ接続される、
　ことを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記基体の裏面側から前記貫通孔を通って前記基体の表面側に突き出た前記電線を前記
基体の表面に向けて折り畳む工程を有することを特徴とする請求項９に記載の発光装置の
製造方法。
【請求項１２】
　前記電線は、アノード用の電線とカソード用の電線との一対からなり、
　前記アノード用の電線と前記カソード用の電線とは、前記基体の裏面側において前記貫
通孔の開口面を横切り、
　前記複数の発光ダイオードは、前記貫通孔内に設けられ、その正負の電極が、前記アノ
ード用の電線と前記カソード用の電線とにそれぞれ接続される、
　ことを特徴とする請求項９に記載の発光装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項９～請求項１２のいずれか１項に記載の発光装置の製造方法において、さらに、
発光ダイオード及び／又は保護素子を前記基体の裏面側の電線に実装する工程を有する、
ことを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記電線は、前記基体の長手方向に対して平行に配置されることを特徴とする請求項１
０に記載の発光装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年は、ＬＥＤ照明（例えば、非特許文献１を参照）などの発光ダイオードを使用した
発光装置が普及し始めている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】“直管形ＬＥＤランプ搭載照明器具のご説明”、［ｏｎｌｉｎｅ］、２
０１０年２月２８日、パナソニック電工、［平成２４年８月５日検索］、インターネット
＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｄ．ｍｅｔｉ．ｇｏ．ｊｐ／ｈｏｋｎｅ／ｈ２２
ｅｎｅｍａｔｃｈ／２ｄａｔａ０５．ｐｄｆ＞
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、発光ダイオードを使用した発光装置は、白熱電球や蛍光灯などの旧来の
発光装置と比較するとまだまだ高価であり、その普及を拡大させるためには、より一層の
低価格化を図る必要がある。
【０００５】
　そこで、本発明は、発光ダイオードを使用した従来よりも安価な発光装置を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、上記課題は、次の手段により解決される。すなわち、本発明は、基体
と、前記基体に固定された電線と、前記電線に実装された発光ダイオードと、を備えたこ
とを特徴とする発光装置である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第１実施形態に係る発光装置の概略構成図である。
【図２】本発明の第２実施形態に係る発光装置の概略構成図である。
【図３】本発明の第３実施形態に係る発光装置の概略構成図である。
【図４】本発明の第４実施形態に係る発光装置の概略平面図である。
【図５】本発明の第５実施形態に係る発光装置の概略平面図である。
【図６】本発明の第６実施形態に係る発光装置の概略構成を示す図である。
【図７】本発明の第７実施形態に係る発光装置の概略構成を示す図である。
【図８】本発明の第８実施形態に係る発光装置の概略構成を示す図である。
【図９】電線８上に電極を形成する方法の一例（その１）を示す概略平面図である。
【図１０】電線８上に電極を形成する方法の一例（その２）を示す概略平面図である。
【図１１】電線８上に電極を形成する方法の一例（その３）を示す図である。
【図１２】電線８上に電極を形成する方法の一例（その４）を示す図である。
【図１３】本発明の実施例６に係る発光装置の製造方法を示す発光装置の部分拡大図であ
る。
【図１４】本発明の実施例７に係る発光装置の製造方法を示す発光装置の部分拡大図であ
る。
【図１５】本発明の実施例８に係る発光装置の製造方法を示す発光装置の部分拡大図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、添付した図面を参照しつつ、本発明を実施するための形態について説明する。
【０００９】
［本発明の第１実施形態に係る発光装置］
　図１は、本発明の第１実施形態に係る発光装置の概略構成図であり、図１（ａ）は斜視
図、図１（ｂ）は図１（ａ）中のＡで示した部分を拡大した部分拡大図、図１（ｃ）は図
１（ｂ）中のＢ－Ｂ断面を部分的に示す図である。
【００１０】
　図１に示すように、本発明の第１実施形態に係る発光装置は、基体４と、接着剤１２を
用いて基体４に所定の間隔をあけて固定された複数の電線８と、複数の電線８が１本の直
線状となるように電線８に実装された複数の発光ダイオード１０と、を備えている。本発
明の第１実施形態に係る発光装置によれば、基体４と電線８とを用いた簡易な構成により
、複数の発光ダイオード１０が直列接続された発光装置を安価に提供することができる。
なお、接着剤１２を用いた固定は、電線８を固定する手段の一例である。
【００１１】
［本発明の第２実施形態に係る発光装置］
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　図２は、本発明の第２実施形態に係る発光装置の概略構成図であり、図２（ａ）は斜視
図、図２（ｂ）は図２（ａ）中のＡで示した部分を拡大した部分拡大図、図２（ｃ）は図
２（ｂ）中のＢ－Ｂ断面を示す図である。
【００１２】
　図２に示すように、本発明の第２実施形態に係る発光装置は、基体４と、接着剤１２を
用いて基体４に固定された２本の電線８と、２本の電線８にそれぞれ正負の電極が接合さ
れて実装された複数の発光ダイオード１０と、を備えている。本発明の第２実施形態に係
る発光装置によれば、基体４と電線８とを用いた簡易な構成により、複数の発光ダイオー
ド１０が並列接続された発光装置を安価に提供することができる。なお、接着剤１２を用
いた固定は、電線８を固定する手段の一例である。
【００１３】
［本発明の第３実施形態に係る発光装置］
　図３は、本発明の第３実施形態に係る発光装置の概略構成を示す図であり、図３（ａ）
は斜視図、図３（ｂ）は図３（ａ）中のＡで示した部分を拡大した部分拡大図、図３（ｃ
）は図３（ｂ）中のＢ-Ｂ断面を示す図である。
【００１４】
　図３に示すように、本発明の第３実施形態に係る発光装置は、基体４と、巻き付けによ
り基体４に固定された１本の電線８と、１本の電線８に実装された複数の発光ダイオード
１０と、を備えている。本発明の第３実施形態に係る発光装置によれば、基体４と電線８
とを用いた簡易な構成により、複数の発光ダイオード１０が直列接続された発光装置を安
価に提供することができる。巻き付けによる固定は、電線８を固定する手段の一例である
。なお、電線８は、基体４に巻き付けにより固定された後、接着剤１２を用いて基体４（
絶縁膜６）に接着されてもよい。
【００１５】
［本発明の第４実施形態に係る発光装置］
　図４は、本発明の第４実施形態に係る発光装置の概略平面図である。
【００１６】
　図４に示すように、本発明の第４実施形態に係る発光装置は、２つの基体４（基体４の
表面に後述する絶縁膜６が設けられているため、図４中に基体４は現れていない。）と、
固定用のテープを用いて基体４に固定された複数の電線８と、直並列回路が構成されるよ
うに複数の電線８を短絡させる短絡電線２２と、複数の電線８に実装された複数の発光ダ
イオード１０と、を備えている。本発明の第４実施形態に係る発光装置によれば、基体４
と電線８とを用いた簡易な構成により、複数の発光ダイオード１０が直並列接続された発
光装置を安価に提供することができる。なお、テープを用いた固定は、電線８を固定する
手段の一例である。
【００１７】
［本発明の第５実施形態に係る発光装置］
　図５は、本発明の第５実施形態に係る発光装置の概略平面図である。
【００１８】
　図５に示すように、本発明の第５実施形態に係る発光装置は、基体４（基体４の表面に
後述する絶縁膜６が設けられているため、図５中に基体４は現れていない。）と、接着剤
を用いて基体４に固定された複数の電線８と、並直列回路が構成されるように複数の電線
８を短絡させる短絡電線２２と、複数の電線８に実装された複数の発光ダイオード１０と
、を備えている。本発明の第５実施形態に係る発光装置によれば、基体４と電線８とを用
いた簡易な構成により、複数の発光ダイオード１０が並直列接続された発光装置を安価に
提供することができる。なお、接着剤を用いた固定は、電線８を固定する手段の一例であ
る。
【００１９】
　以上説明した本発明の第１～第５の実施形態に係る発光装置によれば、プリント基板や
リードフレームなどの比較的高価な部材ではなく、基体４や電線８などの比較的安価な部
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材を用いた簡易な構成により複数の発光ダイオード１０に通電することが可能となるため
、発光ダイオード１０を使用した従来よりも安価な発光装置を提供することができる。
【００２０】
［本発明の第６実施形態に係る発光装置］
　図６は、本発明の第６実施形態に係る発光装置の概略構成を示す図であり、図６（ａ）
は斜視図、図６（ｂ）は図６（ａ）中のＡで示した部分を拡大した部分拡大図、図６（ｃ
）は図６（ｂ）中のＢ-Ｂ断面を示す図である。
【００２１】
　図６に示すように、本発明の第６実施形態に係る発光装置は、複数の貫通孔４２を有す
る基体４と、基体４の裏面側に設けられた電線８と、複数の発光ダイオード１０と、を備
えた発光装置である。
【００２２】
　ここで、電線８は、アノード用の電線８ａとカソード用の電線８ｂとの一対からなる。
また、アノード用の電線８ａとカソード用の電線８ｂとは、複数の発光ダイオード１０を
実装される各箇所が、基体４の裏面側から貫通孔４２を通って基体４の表面側に一旦突き
出た後、再び貫通孔４２を通って基体４の裏面側に戻るように曲げられている。そして、
複数の発光ダイオード１０は、基体４の表面側に設けられ、その正負の電極が、アノード
用の電線８ａとカソード用の電線８ｂとにそれぞれ接続されている。
【００２３】
　したがって、本発明の第６実施形態に係る発光装置によれば、基体４の裏面側に設けら
れた電線８は、その複数の箇所が、基体４が有する複数の貫通孔４２において基体４の表
面側へ通じる。そして、基体４の表面側に設けられた複数の発光ダイオード１０は、基体
４の表面側へ通じている電線８の各箇所にそれぞれ実装される。
【００２４】
　本発明の第６実施形態に係る発光装置によれば、従来の発光装置が高価であることの原
因の一つとされるプリント配線板やリードフレームを用いることなく複数の発光ダイオー
ド１０に通電することが可能となるため、発光ダイオード１０を使用した従来よりも安価
な発光装置を提供することができる。したがって、一般照明器具をはじめ各種照明を安価
で高効率にすることが可能となる。
【００２５】
　また、本発明の第６実施形態に係る発光装置によれば、電線８が基体４の裏面側に設け
られるため、配線・配置の自由度が上がる。したがって、複数の発光ダイオード１０を個
別に駆動したり任意の集団で駆動したりするための複雑な回路を容易に形成することがで
きるようになり、発光装置の高機能化を安価に実現することが可能となる。
【００２６】
［本発明の第７実施形態に係る発光装置］
　図７は、本発明の第７実施形態に係る発光装置の概略構成を示す図であり、図７（ａ）
は斜視図、図７（ｂ）は図７（ａ）中のＡで示した部分を拡大した部分拡大図、図７（ｃ
）は図７（ｂ）中のＢ-Ｂ断面を示す図である。
【００２７】
　図７に示すように、本発明の第７実施形態に係る発光装置は、電線８が、複数本（電線
８ａ、電線８ｂ、電線８ｃ、電線８ｄ・・・）からなる。各電線８（電線８ａ、電線８ｂ
、電線８ｃ、電線８ｄ・・・）は、一端と他端とが基体４の裏面側から貫通孔４２を通っ
て基体４の表面側に突き出た後、基体４の表面に向けて折り畳まれている。複数の発光ダ
イオード１０は、基体４の表面側に設けられ、その正負の電極が、複数の電線８のうちの
一の電線（例えば電線８ａ）の一端と他の電線（例えば電線８ｂ）の他端とにそれぞれ接
続される。
【００２８】
　本発明の第７実施形態に係る発光装置によっても、本発明の第６実施形態に係る発光装
置の場合と同様に、基体４の裏面側に設けられた電線８は、その複数の箇所が、基体４が
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有する複数の貫通孔４２において基体４の表面側へ通じ、基体４の表面側に設けられた複
数の発光ダイオード１０は、基体４の表面側へ通じている電線８の各箇所にそれぞれ実装
される。
【００２９】
　なお、本発明の第６実施形態に係る発光装置によれば、複数の発光ダイオード１０を並
列接続することができるのに対し、本発明の第７実施形態に係る発光装置によれば、複数
の発光ダイオード１０を直列接続することができる。さらに、本発明の第６、７実施形態
に係る発光装置を組み合わせれば、複数の発光ダイオード１０を直並列接続や並直列接続
などすることができる。
【００３０】
［本発明の第８実施形態に係る発光装置］
　図８は、本発明の第８実施形態に係る発光装置の概略構成を示す図であり、図８（ａ）
は斜視図、図８（ｂ）は図８（ａ）中のＡで示した部分を拡大した部分拡大図、図８（ｃ
）は図８（ｂ）中のＢ-Ｂ断面を示す図である。
【００３１】
　図８に示すように、本発明の第８実施形態に係る発光装置は、電線８が、アノード用の
電線８ａとカソード用の電線８ｂとの一対からなる。アノード用の電線８ａとカソード用
の電線８ｂとは、基体４の裏面側において貫通孔４２の開口面を横切る。複数の発光ダイ
オード１０は、貫通孔４２内に設けられ、その正負の電極が、アノード用の電線８ａとカ
ソード用の電線８ｂとにそれぞれ接続される。
【００３２】
　本発明の第８実施形態に係る発光装置によっても、本発明の第６実施形態に係る発光装
置の場合と同様に、基体４の裏面側に設けられた電線８は、その複数の箇所が、基体４が
有する複数の貫通孔４２において基体４の表面側へ通じる。そして、基体４の表面側に設
けられた複数の発光ダイオード１０は、基体４の表面側へ通じている電線８の各箇所にそ
れぞれ実装される。
【００３３】
　以上、本発明の第６～第８実施形態に係る発光装置について説明したが、これらの実施
形態に係る発光装置によれば、プリント配線板を製造する際に必要とされるレジスト、エ
ッチング材、レジスト剥離材、めっき液、及びそれらの回収装置（アディティブ法やサブ
トラクティブ法などを参照）が不要となり、さらに、リードフレームを用いた発光装置に
必要とされるタイバー部なども不要となるため、発光装置を製造する際に生じていた廃棄
物を削減することができ、環境に優しい発光装置を提供することができる。
【００３４】
　なお、本発明の第６～第８実施形態に係る発光装置においては、基体４の裏面側におい
て発光ダイオード１０やツェナーダイオードなどの保護素子や接続コネクタなどを電線８
に実装することもできる。このようにすれば、基体４の表面側における凹凸が少なくなる
ため、絶縁膜６を薄くすることができ、絶縁膜６のコストダウンが可能となり、また、広
い配光角が可能となる。
【００３５】
　以下、各部材について説明する。
【００３６】
［基体４］
　基体４には、例えば、アルミ、銅、鉄、それらの合金、その他の材料（硝子、木、プラ
スチックなど）を用いた板状、シート状（テープ状、フィルム状）、棒状、パイプ状、ワ
イヤ状などの部材を用いることができる。基体４の平面視の形状としては、例えば、短冊
形、矩形、多角形、円形、扇形、ドーナツ型などを一例として挙げることができる。
【００３７】
　上述のとおり、本発明の実施形態によれば、基体４としてプリント基板を用いる必要が
ないため、発光ダイオード１０を使用した従来よりも安価な発光装置を提供することがで
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きる。
【００３８】
　なお、円形などの曲線を有するプリント基板は、例えば四角形状などのプリント基板か
ら切り出されて作製されるため、切り出し時に廃棄される部分が多く、四角形状などのプ
リント基板よりも高価である。しかしながら、本発明の実施形態によれば、アルミ、銅、
鉄、それらの合金、またはその他の材料（硝子、木、プラスチックなど）などの安価な部
材を基体４として用いることができるため、基体４が円形などの曲線を有していても、安
価な発光装置を提供することができる。
【００３９】
　基体４の大きさは、発光装置が用いられる用途によって様々なものとすることができる
ため、特に限定されない。一例を挙げると、直管型蛍光灯を代替する照明装置の光源とし
て発光装置が用いられる場合には、基体４として、例えば短手方向が３０ｍｍ～５０ｍｍ
で長手方向が３００ｍｍ～１２００ｍｍである矩形の部材を用いることができる。
【００４０】
　基体４には、可撓性を有する部材（例えば、フィルム、シート形状などの部材）を用い
ることが好ましい。このようにすれば、発光装置をロールツーロールで製造することがで
きるため、より安価な発光装置を提供することができる。また、基体４を曲げることで、
丸型蛍光灯などに用いることができる。
【００４１】
　可撓性を有する部材には、例えば、厚み１０μｍから３００μｍの絶縁性フィルムを用
いることができる。この絶縁性フィルムの材料としては、例えば、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ
）、ポリフェニレンサルファイド（ＰＰＳ）、液晶ポリマー（ＬＣＰ）、ポリイミド（Ｐ
Ｉ）などの樹脂フィルムを一例として挙げることができる。その中でも低価格であるＰＥ
ＴやＰＥＮなどを用いれば、より安価な発光装置を提供することができる。また、耐熱性
が高いＰＩを絶縁性フィルムの材料として用いれば、半田材料などを用いて発光ダイオー
ド１０を基体４に実装することができるため、より安価な発光装置を提供することができ
る。
【００４２】
　また、樹脂フィルムは、透明または有色のものであってもよいが、光反射材を配合され
たものや、微細発泡加工されたものなど、可視光に対して光反射率が高められたものが好
ましい。
【００４３】
　基体４の導電性、可撓性（フレキシビリティ）、透明性などは特に問わないが、基体４
の伸縮性は少ないまたは無い方が好ましい。このようにすれば、基体４に電線８を設けた
後に、基体４と電線８との密着性を確保して、基体４における反りの発生を抑制すること
ができる。また、発光ダイオード１０が接続される電線８の部位に基体４の伸縮による応
力がかからないようにすることができる。
【００４４】
　なお、基体４の伸縮性が少ない場合の一例としては、例えば、基体４と電線８との伸縮
性がほぼ等しい場合を挙げることができる。例えば、基体４に銅の薄板を用い電線８に銅
線を用いた場合や、基体４にアルミニウム板を用い電線８に銅クラッドアルミ線を用いた
場合などは、基体４と電線８との伸縮性がほぼ等しくなる一例である。
【００４５】
　基体４の表面は、ＡｇやＡｌをはじめとする高光反射率の金属やシリコーン樹脂に酸化
チタンを含有させた白色レジストや金属-酸化物複合膜などでその一部が被覆されている
ことが好ましい。このようにすれば、発光装置の発光効率を高めることができる。
【００４６】
　なお、基体４や後述する絶縁膜６などには、溝１８を設けることもできる。このように
すれば、電線８を溝１８に引っ掛けて保持することが可能となる。したがって、電線８を
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基体４に埋め込むように固定することができるため、製造が容易となり、より安価な発光
装置を提供することができる。
【００４７】
［絶縁膜６］
　基体４が導電性を有する場合には、電線８が設けられる表面に絶縁膜６が設けられてい
ることが好ましい。絶縁膜６は、絶縁できるものであればどのようなものでもよいが、高
い光反射率を有することが好ましい。これにより、発光ダイオード１０から出た光を基体
４の表面で効率よく反射させることができる。このような高い光反射率を有する絶縁膜６
としては、例えば、白色フィラーや白色粉末などを含有している絶縁膜６を用いることが
できるが、より具体的には、ＴｉＯ２を含有するシリコーン樹脂やレジストなどのほか、
シリコーン樹脂に酸化チタンを含有させた白色レジストやアルマイトなどの金属-酸化物
複合膜などを用いることができる。さらに、絶縁膜６には、耐熱や耐光性が高いものを用
いることが好ましい。なお、絶縁膜６には、膜状以外の部材を用いることができる。
【００４８】
　絶縁膜６は、基体４のほぼ全域に設けることができるほか、貫通孔４２を取り囲む領域
に限定して設けることもできる。
【００４９】
［電線８］
　電線８には、導電性を有する様々な部材を用いることができるが、特に、導電性に優れ
た部材を用いることが好ましい。例えば、Ｃｕ、Ａｕ、Ａｌ、Ａｇなどの電気抵抗率が低
い金属線あるいはそれらの複合材（銅クラッドアルミ線、合金線など）を好ましく用いる
ことができる。また、曲げやすいものが好ましく、曲げても破損しにくい（疲労しにくい
）ものが特に好ましい。なお、電線８には、Ｐｄ、Ｐｔ、Ａｇなどの貴金属めっき、また
はスズ系めっきが施されていてもよい。特にＡｇめっきは光反射率が高いため、発光装置
の明るさを向上でき、好ましい。また、これらのめっきとしては、発光ダイオード１０が
有する正負の電極と電線８とを接続する接続部材との相性がよいものを用いることが好ま
しい。具体的には、例えば、接続部材に半田材料を用いる場合は、貴金属めっきやスズ系
めっきなどが施されたものを電線８として用いることが好ましい。
【００５０】
　電線８には、金属線の周りが絶縁部材で被覆された被覆付電線を用いてもよい。この場
合は、研磨や、エアーヒータや半田・光などの熱などによって基体４の表面側に露出して
いる（または表面側へ通じている）絶縁被膜付電線の絶縁被膜を除去して絶縁被膜付電線
の芯線を露出させ、この露出した芯線に発光ダイオード１０を実装する。被覆付電線を用
いれば、複数の電線８を接触させることができるため、様々な回路を組むことが可能とな
る。また、絶縁被覆材として例えば白レジスト、白色フィラーが含有されたエポキシ系透
明樹脂を用いた被覆付電線は、被覆材の反射率が高いため、電線８として好ましく用いる
ことができる。被覆付電線としては、例えばマグネットワイヤ（エナメル線、平角銅線、
リボン線、平行電線、銅クラッドアルミ線、横巻線）などを用いることができる。
【００５１】
　電線８には、絶縁体の糸の表面を導電体で被膜し、さらにこれを絶縁体で被覆した部材
を用いることもできる。このような部材を電線８として用いることにより、被覆付電線を
用いた場合と同様に、複数の電線８を接触させることができるため、様々な回路を組むこ
とが可能となるとともに、軽量な発光装置とすることができる。
【００５２】
　電線８には、例えば、平角線（断面が矩形に近い線）や丸線（断面が円形に近い線）を
用いることができる。平角線を用いれば、基体４と発光ダイオード１０との接合面積を広
めに確保することができる。また、丸線を用いる場合は、発光ダイオード１０が実装され
る電線８における各箇所をプレスやロールで部分的に平たくつぶすことにより、発光ダイ
オード１０に接続される電線８上の部位の面積が広くなるため、発光ダイオード１０を電
線８に容易に実装できるようになる。また、電線８は、例えば縒り線のような複数の線材
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の集合体でもよい。
【００５３】
　丸線を用いる場合は、複数の細い丸線を一組として用いることにより（１本の電線とみ
なして用いることにより）、発光ダイオード１０を電線８に容易に実装できるようになる
。
【００５４】
　３本以上の電線８（特に丸線など）を１組にし１つの極性の電極として用いれば（すな
わち、１本の電線８とみなして用いれば）、電線８の上に実装される発光ダイオード１０
の据わりを良くすることができるため、発光ダイオード１０を電線８の上に安定性よく実
装することができる。具体的には、複数の電線８を、基体４の上に、発光ダイオード１０
の電極の幅よりも短い間隔または接触するように平行に配置し、これを一つの極性の電極
として用いることができる。
【００５５】
　なお、１組として用いられる３本以上の電線８には、発光ダイオード１０に電気的に接
続されていないものが含まれていてもよい。例えば、３本の電線８を１組にして用いる場
合には、３本のうちの２本を発光ダイオード１０に電気的に接続し、残りの１本を発光ダ
イオード１０に電気的に接続せずに専ら発光ダイオード１０の据わりを良くするために用
いることができる。
【００５６】
　電線８の形状や寸法などは、特に限定されない。一例を挙げると、電線８の太さまたは
幅は、発光装置に求められる特性や、実装される発光ダイオード１０の大きさなどに鑑み
、０．数ｍｍ～数ｍｍのもの、例えば、厚みが０．１ｍｍ～２ｍｍで長さが１ｍｍ～５ｍ
のものなどを用いることができる。ただし、エナメル線などは低反射率であるため、発光
装置の中で光の吸収源となるのが一般的である。したがって、これらを電線８として用い
る場合は、電線８の径は、発光ダイオード１０（好ましくは発光ダイオード１０の正電極
や負電極）よりも細いことが好ましい。このようにすれば、発光装置の効率を高めること
ができるとともに、発光装置の重量を削減することができる。また、発光装置の材料費を
削減することができる。
【００５７】
　発光ダイオード１０を電線８に実装するに際しては、発光ダイオード１０の電極を電線
８に設けられる電線８上の電極に接続するが、電線８上の電極は、例えば、次の方法によ
り形成することができる。
【００５８】
（電極の形成例＜その１＞）
　図９は、電線８上に電極を形成する方法の一例（その１）を示す概略平面図である。
【００５９】
　図９に示すように、この例は、電線８として被覆付電線（丸線）を用いる場合の例であ
る。被覆付電線（丸線）は、電線８として用いられる場合、例えば、切削工具（例えば、
ダイサー、リューター等）によるハーフカットによりその被覆８１が除去され（図９中の
Ｘで示した領域）、フルカットによりその被覆８１が除去された部分を切断される（図９
中のＹで示した領域）。切断後に残る被覆８１が除去された部分（すなわち、芯線８２）
が、発光ダイオード１０の電極に接続される電線８上の電極となる。
【００６０】
（電極の形成例＜その２＞）
　図１０は、電線８上に電極を形成する方法の一例（その２）を示す概略平面図である。
【００６１】
　図１０に示すように、この例も、上記の例と同様に、電線８として被覆付電線（丸線）
を用いる場合の例である。ただし、この例では、切断後に残る被覆が除去された部分（す
なわち、芯線８２）が屈曲しており、この屈曲している部分が発光ダイオード１０の電極
に接続される電線８上の電極となる。このように電線８を屈曲させれば、発光ダイオード
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１０の電極に接続される電線８上の電極（図９、図１０で示した被覆８１が除去された芯
線８２）の面積が増えるため、例えば電線８が細い場合などにおいて、発光ダイオード１
０と電線８との電気的接触を確保しやすくなる。
【００６２】
　なお、上記した電線８上に電極を形成する方法の一例（その１）、（その２）において
、電線８を切断する方法には、ダイサーを用いる方法のほか、レーザー加工や打ち抜きな
どの方法を用いることができる。また、電線８と基体４との間に加工後に除去する金属板
などを挿入したり、加工用のステージで電線８を切断加工後に基体４に転写したりするこ
とで、基体４を損傷させることなく電線８を切断することができる。
【００６３】
（電極の形成例＜その３＞）
　図１１は、電線８を用いて電極を形成する方法の一例（その３）を示す図である。
【００６４】
　図１１に示すように、この例は、電線８として被覆付電線（平角線）を用いる場合の例
である。被覆付電線（平角線）は、電線８として用いられる場合、例えば、その端部が折
り畳まれる（図１１（ａ））。そして、基体４には、この折り畳まれた部分が露出するよ
うに白色反射材などの絶縁膜６が設けられる（図１１（ｂ））。折り畳まれた部分（絶縁
膜６から露出している部分）が発光ダイオード１０の電極に接続される電線８上の電極と
なる（図１１（ｃ））。
【００６５】
　すなわち、電線８を折り畳み（屈曲の一例）、高い部分（例：折り畳まれた部分）と低
い部分（例：折り畳まれていない部分）とを形成して高低差を設け、高い部分（例：折り
畳まれた部分）が露出するように白色反射材などの絶縁膜６を設け、高い部分（例：折り
畳まれた部分）を発光ダイオード１０の電極に接続する電線８上の電極として用いる。
【００６６】
　この例によれば、電線８をどの程度折り畳むのかを加減することなどにより、発光ダイ
オード１０の電極と接続する電線８の面積を容易に調整することが可能となり、発光ダイ
オード１０と電線８との電気的接触を確保しやすくなる。
【００６７】
（電極の形成例＜その４＞）
　図１２は、電線８上に電極を形成する方法の一例（その４）を示す図である。
【００６８】
　図１２に示すように、この例では、基体４の一部が隆起しており、この隆起している部
分に固定されている電線８上の部位が電極として用いられ、これに発光ダイオード１０が
実装される。このようにすれば、発光ダイオード１０の電極と電線８とを接続する接続部
材２０などにより発光ダイオード１０の側面が覆われることを防止できるため、発光装置
を明るく光らせることができる。
【００６９】
　なお、基体４に貫通孔４２が設けられる場合においても、電線８は、発光ダイオード１
０を実装される各箇所が曲げられていることが好ましい（図６参照）。このようにすれば
、発光ダイオードと接合する電線８の面積が広くなるため、発光ダイオードを電線８に容
易に実装できるようになる。
【００７０】
［短絡電線２２］
　短絡電線２２は、異なる電線８を短絡するために用いられる。例えば、基体４上に電源
を設ける場合、この電源の正極につながる電線８と発光ダイオード１０の正電極につなが
る電線８とを短絡したり、この電源の負極につながる電線８と発光ダイオード１０の負電
極につながる電線８とを短絡したり、異なる基体４上の正極につながる電線８同士や負極
につながる電線８同士を短絡したり、などするために用いられる。短絡電線２２を用いれ
ば、複数の並列回路の各枝が複数の直列接続された発光ダイオード１０を含む直並列回路
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（図４参照）や複数の発光ダイオード１０が並列接続された複数の並列回路を直列接続し
てなる並直列回路（図５参照）などの複雑な回路を簡易に構成することができ、発光ダイ
オード１０を様々な態様で接続した所望の発光装置を安価に提供することができる。
【００７１】
　短絡電線２２には、電線８と同じ材質や形状のものなどを用いることができる。形状と
しては、例えば、Ｕ字ピンを用いることができる。また、短絡電線２２の電線８への接続
は、半田材料などの接続部材を用いる方法やヒュージングなどにより行うことができる。
【００７２】
［発光ダイオード１０］
　発光ダイオード１０には、例えば、表面実装型ＬＥＤ、砲弾型ＬＥＤ、ＬＥＤチップ、
チップサイズパッケージＬＥＤなどの様々な素子を用いることができる。また、サファイ
ア基板などの透光性基板の上に青色発光を行うＧａＮ系半導体が積層されたＬＥＤチップ
などは、発光ダイオード１０として、蛍光体などの波長変換部材と組み合わせることで、
照明装置として用いる発光装置に特に好ましく用いることができる。パッケージングされ
ていないＬＥＤチップを発光ダイオード１０として用いることにより、安価な発光装置と
することができる。
【００７３】
　発光ダイオード１０は、各種の態様（例：フリップチップ実装、ワイヤボンディング実
装、ダイボンディングとワイヤボンディングとを組み合わせた実装）によって、電線８に
実装することができる。特にフリップチップ実装によれば、発光ダイオード１０の基体４
上への載置と発光ダイオード１０と電線８との電気的な接続とを同時に行うことができる
ため、量産性を向上させることができる。
【００７４】
　なお、発光ダイオード１０は、基体４の表面側や基体４の貫通孔４２内のみならず、基
体４の裏面側に設けることもできる。
【００７５】
［接着剤１２］
　基体４と電線８とは、接着剤１２によって接着されていてもよい。接着剤１２により、
電線８と発光ダイオード１０とをまとめて基体４に接着させることもできる。
【００７６】
　接着剤１２は、透明性が高く耐熱や耐光性が高いものが好ましく、絶縁性を有している
ことが好ましい。具体的には、例えば、エポキシ系、シリコーン系、アクリル系、変性シ
リコーン系、ウレタン系などの透明接着剤を用いることができる。また、熱硬化型や紫外
線硬化型の接着剤を用いることができる。特にアクリル紫外線硬化接着剤などは、耐熱や
耐光性に優れ、硬化速度が速く生産ラインが簡略化できるため、好ましい。基体４に可撓
性を有する部材を用いる場合、接着剤１２にも可撓性を有する部材（例えば樹脂）を用い
ることが好ましい。これにより、基体４が曲がったときに、発光ダイオード１０または電
線８にかかる応力を低減することができる。
【００７７】
　また、接着剤１２は、貫通孔４２の周辺は熱硬化型としそれ以外は熱可塑型といったよ
うに複数種の接着剤を組み合わせても良い。
【００７８】
　接着剤１２は、光反射率や粘度などを調整するため、フィラーを含有していることが好
ましい。ＴｉＯ２、ＳｉＯ２などの白色のフィラーや白色粉末などの反射材を含有させる
ことで、発光ダイオード１０から出た光を基体４上で効率よく反射することができる。こ
のようなフィラーとしては、他にＭｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ｓｉ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｚｒ、希土類元
素、及びその混合物の酸化物、炭酸塩などの化合物を用いることができる。フィラーによ
れば、発光装置の高効率化や形状制御を好ましく行うことができる。
【００７９】
　接着剤１２は、基体４と電線８の接合部の一部に設けられていてもよく、全体に設けら
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れていてもよい。一部に設けることで、接着剤１２として高価な材料（例えばシリコーン
樹脂）を用いても、安価な発光装置とすることができる。
【００８０】
　接着剤１２は、ディスペンス、スクリーン印刷などの方法で設けることができる。ロー
ルツーロールで製造する場合には、印刷で設けることが好ましい。
【００８１】
　接着剤１２は、テープであってもよい。接着剤１２として用いるテープとしては、エポ
キシフィルムテープ、ポリイミドフィルムテープ、ＰＴＦＥフィルムテープ、ポリエステ
ルフィルムテープ、アセテートクロステープ、コットンクロステープ、ビニルテープなど
を一例として挙げることができる。
【００８２】
［封止部材１４］
　発光ダイオード１０は、封止部材１４によって封止されている。
【００８３】
　封止部材１４には、発光ダイオード１０の種類などに応じた各種の材料を用いることが
できるが、絶縁性で透光性が高く、耐熱、耐光性が高いものが好ましい。例えば、エポキ
シ系、シリコーン系、フッ素系など、及びこれらの混合系樹脂を用いることができるが、
シリコーン系樹脂が好適に用いられる。封止部材１４は、ポッティング、印刷、シートな
どの様々な工法で設けることができる。
【００８４】
　封止部材１４の形状は、特に限定されない。なお、封止部材１４の粘度やチクソ性を制
御すれば、封止部材１４を所望の形状に設けることができる。特に、封止部材１４をドー
ム形状に設けることにより、発光装置の光取り出し効率を高めることができる。
【００８５】
　封止部材１４には、蛍光体などの波長変換部材を含有させることができる。このように
すれば、様々な色調、発光スペクトルを提供でき、一般照明用、液晶ＴＶ用（液晶バック
ライト）など市場の要求に適用できる。また、封止部材１４には様々なフィラーを含有さ
せる事ができる。
【００８６】
　具体的には、発光ダイオード１０が青色光を発する場合には、黄色発光するＹＡＧ系蛍
光体、緑色発光をするＬＡＧ系蛍光体、ＳｉＡｌＯＮ系蛍光体、赤色発光のＣＡＳＮ蛍光
体、ＳＣＡＳＮ蛍光体などを蛍光体の一例として挙げることができる。これらの蛍光体を
封止部材１４に含有させれば、青色発光の発光ダイオード１０に、緑色発光のＳｉＡｌＯ
Ｎ系蛍光体と赤色発光のＣＡＳＮ蛍光体とを組み合わせることができるため、色再現性が
高く、バックライト用の光源に適した発光装置とすることができる。また、緑色～黄色発
光のＬＡＧ系やＹＡＧ系蛍光体や赤色発光の蛍光体などを組み合わせて封止部材１４に含
有させれば、一種類の蛍光体を用いる場合よりも演色性（Ｒａ）が高く、照明用の光源に
適した白色・電球色の光を発する発光装置とすることができる。
【００８７】
　封止部材１４には、光を散乱させる光拡散部材を含有させても良い。これにより、所望
の配光を得ることができ、または色むらを防止することができる。光拡散部材の材質の一
例としては、ＴｉＯ２、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＭｇＯ、ＭｇＣＯ３、ＣａＣＯ３、Ｍｇ
（ＯＨ）２、Ｃａ（ＯＨ）２などが挙げられる。
【００８８】
　封止部材１４には、フィラーを含有させることができる。このようにすれば、発光装置
の色むらの防止や封止部材の形状の制御を行うことが可能となる。フィラーの一例として
は、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ｓｉ、Ａｌ、Ｔｉ、Ｚｒ、希土類元素、及びその混合物の酸化物
、炭酸塩などの化合物などの無機フィラーを挙げることができる。
【００８９】
　封止部材１４を設ける方法は、特に限定されない。一例としては、キャスティングケー
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スを用いたモールディング、発光ダイオード１０上へのポッティング、印刷、トランスフ
ァーモールド、コンプレッションモールド、射出成形など、種々の方法で行うことができ
る。また、封止部材１４による封止は、一つ一つの発光ダイオード１０を個別に行うこと
もできるし（図１から図８を参照）、複数の発光ダイオード１０を一括して行うこともで
きる。
【００９０】
［土手部１６］
　封止部材１４は、土手部１６に囲まれていてもよい。土手部１６によれば、発光ダイオ
ード１０を封止部材１４で封止する際に封止部材１４が流れ出すことなどを防止して、封
止部材１４を容易に形成することができる。
【００９１】
　土手部１６は、例えば、高反射率の部材を用いることが好ましい。具体的に説明すると
、例えば樹脂であれば、ＴｉＯ２，ＳｉＯ２などの白色のフィラーが含有された耐熱や耐
光性が高い白色の樹脂を土手部１６として好ましく用いることができる。他にセラミック
スであれば、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２などの枠やＡｌやＡｇが蒸着されたガラス枠などを土
手部１６として好ましく用いることができる。
【００９２】
　また、土手部１６には、封止部材１４との接触角が大きな部材を用いることが好ましい
。このようにすれば、封止部材１４を形成する際にその高さを調節することができ、発光
装置の配光を制御することが可能となる。
【００９３】
［接続部材２０］
　発光ダイオード１０と電線８とを接続する接続部材２０には、例えば、Ａｕ－Ｓｎ、Ｓ
ｎ－Ｃｕ－Ａｇ、Ｓｎ－Ｃｕ、Ｓｎ－Ｂｉ、Ｓｎ－Ｚｎをはじめとする半田や異方性導電
ペースト、銀ペースト、銅ペースト、カーボンペーストなどの導電性接合材料を用いるこ
とができる。
【００９４】
　ただし、図示した例のように、発光ダイオード１０と電線８とをフリップチップ実装に
より接続する場合には、上記した部材のほか、バンプを接続部材として用いることができ
る。このようなバンプとしては、Ａｕ及びその合金を好適に用いることができる。
【００９５】
　また、図示した例とは異なり、発光ダイオード１０と電線８とをワイヤボンディングに
より接続する場合には、ワイヤを接続部材として用いることもできる。このようなワイヤ
としては、Ａｕ、Ａｇ、Ａｌ、Ｃｕなどの金属及びその合金やメッキされた合金の細線な
どを好適に用いることができる。なお、発光ダイオード１０と電線８とをワイヤボンディ
ングにより接続する場合において、発光ダイオード１０が載置される場所は問わない。こ
の場合、発光ダイオード１０は、例えば、電線８から離れた場所や電線８間など基体４の
上に載置することができる。
【００９６】
　なお、例えば超音波溶接やヒュージング法のように、接続部材を用いずに、発光ダイオ
ード１０の電極と電線８とを直接に接続することもできる。
【００９７】
　また、発光ダイオード１０を電線８に対して電気的接続を行うことなく接合や接着する
場合には、絶縁性のエポキシ樹脂やシリコーン樹脂などの熱硬化性樹脂を用いることがで
きる。
【００９８】
［その他］
　その他、基体４上に固定された電線８には、給電用コネクタや保護素子（例：ツェナー
ダイオード）を設けることもできる。
【００９９】
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　また、給電用コネクタの位置や電線８の引き回し方法は、発光装置の目的とする用途に
よって、適宜変更することができる。例えば、直管型蛍光灯の置き換え用途の照明装置の
光源として用いられる場合には、給電端子を一端部側に設ける必要があるため、電線８を
基体４の一端部に引き回すとともに、一端部に正負の給電用コネクタを設けることが好ま
しい。
【０１００】
　なお、ツェナーダイオードとしては、ツェナーダイオードチップのほか、パッケージ化
されたツェナーダイオードなどを用いることができる。
【０１０１】
　次に、本発明の実施例について説明する。
【実施例１】
【０１０２】
　まず、図１に示した発光装置の製造方法の一例について説明する。
【０１０３】
　まず、アルミ板（厚さ１ｍｍ、幅１６ｍｍ、長さ７０６ｍｍ）を基体４として用意する
。
【０１０４】
　次に、基体４の片面全面上または片面上において電線８を固定する部分に、絶縁性のＰ
Ｉフィルム（厚さ３８μｍ）を絶縁膜６として貼り付ける。
【０１０５】
　次に、１本の絶縁被膜処理された銅クラッドアルミ線（φ５０μｍ）を、電線８として
、基体４の長手方向に平行となるよう直線状にして絶縁膜６上に配置する。この際、電線
８は、溝１８に引っ掛けられて絶縁膜６に半分埋め込まれる。
【０１０６】
　次に、基体４と電線８とが接着されるように、電線８の上と、基体４（より具体的には
絶縁膜６）上の１２箇所に、ＴｉＯ２が含有されたシリコーン樹脂の接着剤１２を塗布す
る。
【０１０７】
　基体４上に塗布された接着剤１２は、電線８の上に中心がある直径１０ｍｍの円の形状
をしている。この円の中心間距離は、５８ｍｍとする。発光ダイオード１０から出射され
た光は円の形状に広がるため、この形状に合わせて接着剤１２を塗布することによって接
着剤１２が無駄に塗布されないようにし、光の利用効率が高められた発光装置を安価に提
供することができる。
【０１０８】
　次に、ディスペンス法により、直径３ｍｍの円の形状をした輪状のＴｉＯ２が含有され
たシリコーン樹脂（白樹脂枠）を土手部１６として接着剤１２が塗布された領域内に形成
する。なお、接着剤１２が塗布された円状の領域と土手部１６とは、同心とする。
【０１０９】
　次に、接着剤１２と土手部１６とを熱硬化する。
【０１１０】
　次に、接着剤１２が塗布された円状の領域の中心付近で、接着剤１２を部分的に除去し
、電線８をダイサーでハーフカット（カット幅１ｍｍ、電線８の中心に届く深さ）して電
線８表面の絶縁被膜を除去する。
【０１１１】
　次に、ダイサーの刃を替え、絶縁被膜が除去されて芯材が露出している電線８をフルカ
ット（カット幅０．１ｍｍ、カット深さ０．０６ｍｍ）する。
【０１１２】
　次に、絶縁被膜が除去されて芯材が露出している電線８の部位に半田ペーストを接続部
材２０としてディスペンスする。
【０１１３】
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　次に、マウンターでＬＥＤチップ（平面視で一辺１２００μｍの大きさ）を発光ダイオ
ード１０として接着剤１２が塗布された領域の中心部分にマウントして、接続部材２０が
ディスペンスされている部位に、発光ダイオード１０の電極を電線８と対向するように配
置する。また、ツェナーダイオードとコネクタとを電線８にマウントする。
【０１１４】
　次に、リフロー炉で接続部材２０を溶かし、発光ダイオード１０、ツェナーダイオード
、及びコネクタを電線８に電気的に接合する。
【０１１５】
　次に、接続部材２０のフラックス残渣を洗浄し除去する。
【０１１６】
　次に、粘性が低く耐光性のある透明シリコーン系樹脂をアンダーフィルとして発光ダイ
オード１０の下に設ける。
【０１１７】
　次に、ＹＡＧ蛍光体を含有する透光性のシリコーン樹脂の封止部材１４を、発光ダイオ
ード１０の上であって土手部１６の内側にポッティングする。また、ツェナーダイオード
チップの上にも封止部材１４をポッティングする。
【０１１８】
　そして、封止部材１４を硬化処理する。
【０１１９】
　本発明の実施例１に係る製造方法によれば、図１に示した発光装置を安価に製造するこ
とができる。
【実施例２】
【０１２０】
　次に、図２に示した発光装置の製造方法の一例について説明する。
【０１２１】
　まず、銅薄板（厚さ０．３ｍｍ、幅１６ｍｍ、長さ３００ｍｍ）を基体４として用意す
る。銅薄板を用いるため、実施例２に係る基体４は、放熱性に優れている。
【０１２２】
　次に、シリコーン樹脂にＴｉＯ２を含有させた白レジスト（厚さ３８μｍ）を絶縁膜６
として基体４の片面全面に印刷する。
【０１２３】
　次に、２本の銅線（φ２００μｍ）を電線８として互いに平行となるように直線状にし
て絶縁膜６上に配置する。この際、電線８は、溝１８に引っ掛けられて絶縁膜６に半分埋
め込まれる。なお、２本の電線８の間隔は、０．２ｍｍとする。
【０１２４】
　次に、白色フィラー入りのシリコーン樹脂の接着剤１２を電線８と基体４（より具体的
には絶縁膜６）上に塗布する。基体４上に塗布された接着剤１２は、２本の電線８の間に
中心がある直径５ｍｍの円の形状をしている。この円の距離は、１２ｍｍとする。上記し
たとおり、発光ダイオード１０から出射された光は円の形状に広がるため、この形状に合
わせて接着剤１２を塗布することによって接着剤１２が無駄に塗布されないようにし、光
の利用効率が高められた発光装置を安価に提供することができる。
【０１２５】
　次に、印刷やディスペンスなどの方法により、直径３ｍｍの円の形状をした輪状の白枠
を土手部１６として形成する。
【０１２６】
　次に、接着剤１２と土手部１６とを硬化処理する。
【０１２７】
　次に、接着剤１２を部分的に除去し、電線８をダイサーでハーフカット（カット幅１ｍ
ｍ、電線８の中心に届く深さ）して電線８の絶縁被膜を除去する。
【０１２８】
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　次に、絶縁被膜が除去されて芯材が露出している電線８の部位に半田ペーストを接続部
材２０としてディスペンスする。
【０１２９】
　次に、マウンターでＬＥＤチップを発光ダイオード１０として接着剤１２が塗布されて
いる領域の中心部分にマウントして、接続部材２０がディスペンスされている部位に発光
ダイオード１０の電極が接続部材２０を介して電線８と対向するよう配置する。また、ツ
ェナーダイオードとコネクタとを電線８にマウントする。
【０１３０】
　次に、リフロー炉で接続部材２０を溶かし、発光ダイオード１０、ツェナーダイオード
、及びコネクタを電線８に対して電気的に接合する。
【０１３１】
　次に、接続部材２０のフラックス残渣を洗浄し除去する。
【０１３２】
　次に、蛍光体を含有する封止部材１４を発光ダイオード１０の上にポッティングする。
【０１３３】
　そして、封止部材１４を硬化処理する。
【０１３４】
　本発明の実施例２に係る製造方法によれば、図２に示した発光装置を安価に製造するこ
とができる。
【実施例３】
【０１３５】
　次に、図３に示した発光装置の製造方法の一例について説明する。
【０１３６】
　まず、電気亜鉛めっき鋼板（厚さ１ｍｍ、幅１６ｍｍ、長さ３００ｍｍ）を基体４とし
て用意する。
【０１３７】
　次に、基体４の片面全面にＰＥＴフィルム（厚さ３８μｍ）を絶縁膜６として貼り付け
る。
【０１３８】
　次に、基体４に融着層付エナメル線（例えばマグネットワイヤ：０種サイズ０．１ｍｍ
）を、電線８として、基体４の短手方向の側面に互いに平行となる部位が複数現れるよう
、電線８を基体４の一端から他端にかけて、基体４の表面に一重に巻く。この際、電線８
は、基体４の側面に設けられた溝１８に引っ掛けられる。電線８同士の距離は、２９．３
３ｍｍとする。
【０１３９】
　次に、基体４と電線８とを固着させるべく、電線８が巻き付けられた基体４を約１２０
度～２２０度で加熱する。なお、加熱は、基体４から電線８が浮かないように加圧して行
うことが好ましい。
【０１４０】
　次に、白色フィラー入りのシリコーン樹脂の接着剤１２を電線８と基体４（より具体的
には絶縁膜６）上に塗布する。基体４上に塗布された接着剤１２は、まず、基体４の短手
方向において電線８を覆うように塗布され、その後、基体４の短手方向の中央に中心があ
る円を形成するように塗布される。上記したとおり、発光ダイオード１０から出射された
光は円の形状に広がるため、この形状に合わせて接着剤１２を塗布することによって接着
剤１２が無駄に塗布されないようにし、光の利用効率が高められた発光装置を安価に提供
することができる。
【０１４１】
　次に、輪状の土手部１６を形成する。
【０１４２】
　次に、接着剤１２と土手部１６とを硬化処理する。
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【０１４３】
　次に、土手部１６の中心部分で、接着剤１２を部分的に除去し、電線８をダイサーでハ
ーフカット（カット幅１ｍｍ、電線８の中心に届く深さ）して、電線８の絶縁被膜を除去
する。なお、基体４の端における電線８の巻始部分及び巻終部分も、ダイサーでハーフカ
ットする。
【０１４４】
　次に、ダイサーの刃を替え、絶縁被膜が除去されて芯材が露出している電線８をフルカ
ット（カット幅０．１ｍｍ、カット深さ０．１１ｍｍ）する。
【０１４５】
　次に、絶縁被膜が除去されて芯材が露出している電線８の部位に半田ペーストを接続部
材２０としてディスペンスする。
【０１４６】
　次に、マウンターでＬＥＤチップ（一辺が１２００μｍ）を発光ダイオード１０として
土手部１６の中心部分にマウントして、接続部材２０がディスペンスされている部位に発
光ダイオード１０の電極が接続部材２０を介して電線８と対向するよう、発光ダイオード
１０をフリップチップ状態で配置する。なお、基体４の端に、電線８の巻始部分と巻終部
分とに平行となる電線８を設け、これにツェナーダイオードとコネクタとをマウントする
。
【０１４７】
　次に、リフロー炉で接続部材を溶かし、発光ダイオード１０、ツェナーダイオード、及
びコネクタを電線８に対して電気的に接合する。
【０１４８】
　次に、接続部材２０のフラックス残渣を洗浄し除去する。
【０１４９】
　次に、蛍光体を含有する封止部材１４を発光ダイオード１０の上にポッティングする。
また、ツェナーダイオードの上にも封止部材１４をポッティングする。
【０１５０】
　そして、封止部材１４を硬化処理する。
【０１５１】
　本発明の実施例３に係る製造方法によれば、図３に示した発光装置を安価に製造するこ
とができる。
【実施例４】
【０１５２】
　次に、図４に示した発光装置の製造方法の一例について説明する。
【０１５３】
　まず、ＰＩフィルム（厚さ０．３８ｍｍ、幅１６ｍｍ、長さ７０６ｍｍ）を基体４とし
て用意する。なお、上記したとおり、基体４の表面に絶縁膜６が設けられているため、図
４中に基体４は現れていない。
【０１５４】
　次に、ＴｉＯ２が含有されたシリコーン樹脂の白色レジストを絶縁膜６として基体４の
片面の略全面に印刷する。
【０１５５】
　次に、３本のエナメル線（φ５０μｍ）を電線８として互いに平行となるように直線状
にして絶縁膜６上に設ける。また、電線８は、絶縁性のテープにより基体４上に固定する
。なお、３本の電線８の間隔は、１ｍｍとする。
【０１５６】
　次に、印刷により、直径３ｍｍの円の形状をした輪状の白枠を、土手部１６として３本
の電線８の上に形成する。このとき、土手部１６の円の中心が３本の電線８のうち真ん中
の電線８の上にくるように形成する。
【０１５７】
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　次に、土手部１６を硬化させる。
【０１５８】
　次に、電線８をダイサーでハーフカット（カット幅１ｍｍ、電線８の中心に届く深さ）
して電線８の絶縁被膜を除去する。なお、基体４の端に形成した平行な電線８もダイサー
でハーフカットする。
【０１５９】
　次に、ダイサーの刃を替え、絶縁被膜が除去されて芯材が露出している電線８をフルカ
ット（カット幅０．１ｍｍ、カット深さ０．０６ｍｍ）する。
【０１６０】
　次に、絶縁被膜が除去されて芯材が露出している電線８の部位に半田ペーストを接続部
材としてディスペンスする。
【０１６１】
　次に、マウンターでＬＥＤチップを発光ダイオード１０として土手部１６の中心部分に
マウントする。具体的には、接続部材がディスペンスされている部位に発光ダイオード１
０を配置する。また、ツェナーダイオード、及びコネクタを電線８にマウントする。そし
て、短絡電線２２を電線８にマウントして、並列回路の各枝が６個の直列接続された発光
ダイオード１０からなる直並列回路を形成する。
【０１６２】
　次に、リフロー炉で接続部材を溶かし、発光ダイオード１０、ツェナーダイオード、コ
ネクタ、及び短絡電線２２を電線８に対して電気的に接続する。
【０１６３】
　次に、接続部材のフラックス残渣を洗浄し除去する。
【０１６４】
　次に、蛍光体を含有する封止部材１４を発光ダイオード１０の上にポッティングする。
また、ツェナーダイオードの上にも封止部材１４をポッティングする。
【０１６５】
　そして、封止部材１４を硬化処理する。
【０１６６】
　本発明の実施例４に係る製造方法によれば、図４に示した発光装置を安価に製造するこ
とができる。特に、本発明の実施例４に係る製造方法によれば、短絡電線２２により、複
数の発光ダイオード１０を安価に直並列接続することができ、複雑な回路構成の発光装置
を安価に形成することができる。
【実施例５】
【０１６７】
　次に、図５に示した発光装置の製造方法の一例について説明する。
【０１６８】
　まず、アルミ箔（厚さ０．１ｍｍ、幅３０ｍｍ、長さ１２００ｍｍ）を基体４として用
意する。なお、上記したとおり、基体４の表面に絶縁膜６が設けられているため、図５中
に基体４は現れていない。
【０１６９】
　次に、アルマイト処理と封孔処理により、基体４の片面全面に絶縁膜６（厚さ２０μｍ
）を形成する。
【０１７０】
　次に、３本のスズ系めっきアルミ線（φ１００μｍ）の表面に接着剤を塗布した後、そ
れぞれのスズ系めっきアルミ線を電線８として基体４の長手方向に対して平行となるよう
直線状にして絶縁膜６上に設ける。なお、３本の電線８の間隔は、１ｍｍとする
【０１７１】
　次に、白色フィラー入りの接着剤を基体４上の絶縁膜６に塗布する。塗布された接着剤
は、電線８の上に中心がある直径１０ｍｍの円の形状をしている。この円の中心間距離は
、５８ｍｍとする。なお、上記したとおり、発光ダイオード１０から出射された光は円の
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形状に広がるため、この形状に合わせて接着剤を塗布することによって接着剤が無駄に塗
布されないようにし、光の利用効率が高められた発光装置を安価に提供することができる
。
【０１７２】
　次に、印刷やディスペンスなどの方法により、直径３ｍｍの円の形状をした輪状の白枠
を土手部１６として接着剤が塗布された領域内に形成する。なお、接着剤が塗布された円
状の領域と土手部１６とは、同心とする。
【０１７３】
　次に、接着剤と土手部１６とを硬化処理する。
【０１７４】
　次に、接着剤が塗布された領域の中心部分で、接着剤を部分的に除去し、電線８を露出
させる。なお、基体４の端に形成した平行な電線８も接着剤を除去し電線８を露出させる
。
【０１７５】
　次に、ダイサーで、絶縁被膜が除去されて露出している電線８をフルカット（カット幅
０．１ｍｍ、カット深さ０．１１ｍｍ）する。引き続き、３本の内中央の電線８の所定の
箇所をフルカット（カット幅１ｍｍ、カット深さ０．１１ｍｍ）する。
【０１７６】
　次に、絶縁被膜が除去されて露出している電線８の部位に半田ペーストを接続部材とし
てディスペンスする。
【０１７７】
　次に、マウンターでＬＥＤチップ（１２００×５００μｍ）を発光ダイオード１０とし
て接着剤が塗布されている領域の中心部分にマウントして、接続部材がディスペンスされ
ている部位に、発光ダイオード１０の電極と電線８とが対向するように配置する。また、
ツェナーダイオード、及びコネクタを電線８にマウントする。さらに、短絡電線２２を電
線８にマウントして、４個の発光ダイオード１０が並列接続された並列回路を直列接続し
てなる並直列回路を形成する。
【０１７８】
　次に、リフロー炉で接続部材を溶かし、発光ダイオード１０、ツェナーダイオード、コ
ネクタ、及び短絡電線２２を電線８に対して接続する。
【０１７９】
　次に、接続部材のフラックス残渣を洗浄除去する。
【０１８０】
　次に、蛍光体を含有する封止部材１４を発光ダイオード１０の上にポッティングする。
また、ツェナーダイオードの上にも封止部材１４をポッティングする。
【０１８１】
　そして、封止部材１４を硬化処理する。
【０１８２】
　本発明の実施例５に係る製造方法によれば、図５に示した発光装置を安価に製造するこ
とができる。特に、本発明の実施例５に係る製造方法によれば、短絡電線２２により、複
数の発光ダイオード１０を安価に並直列接続することができ、複雑な回路構成の発光装置
を安価に形成することができる。
【実施例６】
【０１８３】
　次に、図１３を参照しつつ、図６に示した発光装置の製造方法の一例について説明する
。図１３は、本発明の実施例６に係る発光装置の製造方法を示す発光装置の部分拡大図で
ある。図１３に示すとおり、本発明の実施例６に係る発光装置の製造方法は、次の工程を
有する。
【０１８４】
（第１工程）
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　まず、図１３（ａ）に示すように、複数の貫通孔４２を有する基体４を準備する。基体
４としては、厚さ０．１ｍｍ、幅１６ｍｍ、長さ３００ｍｍのＳＵＳ３０４薄板を用いる
。また、基体４の中心線上の２４箇所に１２．５ｍｍ間隔で長孔（長さ１ｍｍ、幅０．４
ｍｍ）を形成し、貫通孔４２とする。
【０１８５】
（第２工程）
　次に、図１３（ｂ）に示すように、アノード用の電線８ａとカソード用の電線８ｂとの
一対からなる電線８を基体４の裏面側に設ける。この際、アノード用の電線８ａとカソー
ド用の電線８ｂとは、複数の発光ダイオード１０を実装される各箇所が、基体４の裏面側
から貫通孔４２を通って基体４２の表面側に一旦突き出た後、再び貫通孔４２を通って基
体４の裏面側に戻るように曲げられる。
【０１８６】
　より具体的に説明すると、基体４の裏面側において、基体４の中心線を挟んで、２本の
エナメル線（平角線、厚さ０．１５ｍｍ、幅０．５ｍｍ）を一対の電線８として這わせ、
貫通孔４２を通って基体４の表面に０．１５ｍｍ突き出す。そして、エポキシ系接着剤を
基体４の貫通孔４２を取り囲む領域に接着剤として塗布し、２本の電線８を基体４に固定
する。
【０１８７】
（第３工程）
　次に、図１３（ｃ）に示すように、基体４の表面にシリコーン系白色レジストを絶縁膜
６として１０～２０μｍの厚さで設ける。塗布方法としては、スクリーン印刷、スプレー
コートなどの種々の方法が利用できる。
【０１８８】
　その後、貫通孔４２から突き出ている一対の電線８の一部分（幅０．５ｍｍ、長さ約０
．３ｍｍ）における絶縁被膜（白色レジストとエナメル）を例えばリューターで除去する
。本発明の実施例６では、塗布厚が電線８の突き出し量に比べ薄いため、絶縁膜６を設け
た後でも絶縁被膜を除去する箇所が容易に判別できる。
【０１８９】
（第４工程）
　次に、図１３（ｄ）に示すように、絶縁被膜を除去した箇所に半田ペーストを接続部材
としてディスペンス（４８箇所）し、２４個のフリップチップ実装用のＬＥＤチップ（長
さ０．８ｍｍ、幅０．３ｍｍ）を発光ダイオード１０として接続部材がディスペンスされ
た箇所に所定の向き（正負の電極が一対の電線８の一方と他方とにそれぞれ接続される向
き）でマウントする。そして、リフロー炉を用いて接続部材を溶融し、発光ダイオード１
０と電線８とを接続する。
【０１９０】
　なお、基体４の裏面側の電線８には、ツェナーダイオードなどの保護素子や接続コネク
タなどを設ける。
【０１９１】
（第５工程）
　次に、図１３（ｅ）に示すように、フラックスを洗浄し、土手部１６を白色フィラーが
含有されたエポキシ系透明樹脂で形成し、ＹＡＧ蛍光体を混ぜたシリコーン系樹脂を封止
部材１４としてポッティングし硬化させる。
【実施例７】
【０１９２】
　次に、図１４を参照しつつ、図７に示した発光装置の製造方法の一例について説明する
。図１４は、本発明の実施例７に係る発光装置の製造方法を示す発光装置の部分拡大図で
ある。図１４に示すとおり、本発明の実施例７に係る発光装置の製造方法は、次の工程を
有する。
【０１９３】
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（第１工程）
　まず、図１４（ａ）に示すように、複数の貫通孔４２を有する基体４を準備する。基体
４としては、厚さ０．１ｍｍ、幅１６ｍｍ、長さ３００ｍｍのＳＵＳ３０４薄板を用いる
。また、基体４の中心線上の２４箇所に１２．５ｍｍ間隔で長孔（長さ１ｍｍ、幅０．４
ｍｍ）を形成し、貫通孔４２とする。
【０１９４】
（第２工程）
　次に、図１４（ｂ）に示すように、基体４の裏面側において、基体４の中心線上に１本
のエナメル線（平角線、厚さ０．１５ｍｍ、幅０．５ｍｍ）を這わせ、貫通孔４２を通っ
て基体４の表面に０．１５ｍｍ突き出し、突き出た部分を切断する。これにより、１本の
エナメル線が複数の電線８（電線８ａ、電線８ｂ、電線８ｃ、電線８ｄ・・・）へと分離
され、各電線８（電線８ａ、電線８ｂ、電線８ｃ、電線８ｄ・・・）の一端と他端とが基
体４の裏面側から貫通孔４２を通って基体４の表面側に突き出る。
【０１９５】
　そして、突き出た各電線８（電線８ａ、電線８ｂ、電線８ｃ、電線８ｄ・・・）の一端
と他端とを基体４の表面に向けて折り畳み、エポキシ系接着剤を基体４の貫通孔４２を取
り囲む領域に接着剤１２として塗布し、各電線８（電線８ａ、電線８ｂ、電線８ｃ、電線
８ｄ・・・）の一端と他端とを基体４に固定する。
【０１９６】
（第３工程）
　次に、図１４（ｃ）に示すように、基体４の表面にシリコーン系白色レジストを絶縁膜
６として１０～２０μｍの厚さで塗布し、硬化させる。
【０１９７】
　その後、貫通孔４２から突き出た各電線８（電線８ａ、電線８ｂ、電線８ｃ、電線８ｄ
・・・）の一端と他端との一部分（幅０．５ｍｍ長さ約０．３ｍｍ）における絶縁被膜（
白色レジストとエナメル）を例えばリューターなどの刃物で除去する。本発明の実施例７
でも、本発明の実施例６と同様に、塗布厚が電線８の突き出し量に比べ薄いため、塗布後
でも絶縁被膜を除去する箇所が容易に判別できる。
【０１９８】
（第４工程）
　次に、図１４（ｄ）に示すように、絶縁被膜を除去した箇所に半田ペーストを接続部材
としてディスペンス（４８箇所）し、２４個のフリップチップ実装用のＬＥＤチップ（長
さ０．８ｍｍ、幅０．３ｍｍ）を発光ダイオード１０として接続部材がディスペンスされ
た箇所へ所定の向き（正負の電極が一の電線８（例えば電線８ａ）の一端と他の電線８（
例えば電線８ｂ）の他端とにそれぞれ接続される向き）でマウントする。そして、リフロ
ー炉を用いて接続部材を溶融し、発光ダイオード１０と電線８とを電気的に接続する。
【０１９９】
　なお、基体４の裏面側の電線８には、ツェナーダイオードなどの保護素子やコネクタな
どを設ける。
【０２００】
（第５工程）
　次に、図１４（ｅ）に示すように、フラックスを洗浄し、平面視が発光ダイオード１０
を囲むような円形の土手部１６を白色フィラーが含有されたエポキシ系透明樹脂で形成し
、土手部１６の内側にＹＡＧ蛍光体を混ぜたシリコーン系樹脂を封止部材１４としてポッ
ティングし硬化させる。
【実施例８】
【０２０１】
　次に、図１５を参照しつつ、図８に示した発光装置の製造方法の一例について説明する
。図１５は、本発明の実施例８に係る発光装置の製造方法を示す発光装置の部分拡大図で
ある。図１５に示すとおり、本発明の実施例８に係る発光装置の製造方法は、次の工程を
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有する。
【０２０２】
（第１工程）
　まず、図１５（ａ）に示すように、複数の貫通孔４２を有する基体４を準備する。基体
４としては、厚さ２ｍｍ、幅１６ｍｍ、長さ３００ｍｍの白色のポリフタルアミド（ＰＰ
Ａ）の板を用いる。また、基体４の中心線上の２４箇所に１２．５ｍｍ間隔で平面視が円
形の孔（上面の直径が３ｍｍ、底面の直径が１．４ｍｍ）を形成し、貫通孔４２とする。
【０２０３】
（第２工程）
　次に、図１５（ｂ）に示すように、アノード用の電線８ａとカソード用の電線８ｂとの
一対からなる電線８を基体４の裏面側に設ける。この際、アノード用の電線８ａとカソー
ド用の電線８ｂとは、基体４の裏面側において貫通孔４２の開口面を横切るように設けら
れる。
【０２０４】
　より具体的に説明すると、基体４の裏面側において、基体４の中心線を挟んで、２本の
エナメル線（平角線、厚さ０．１５ｍｍ、幅０．５ｍｍ）を一対の電線８として貫通孔４
２の開口面を横切るように這わせる。そして、エポキシ系接着剤を基体４に接着剤として
塗布し、２本の電線８を基体４に固定する。
【０２０５】
（第３工程）
　次に、図１５（ｃ）に示すように、貫通孔４２の開口面上にある一対の電線８の一部分
（幅０．５ｍｍ、長さ約０．３ｍｍ）における絶縁被膜（エナメル）を例えばリューター
で除去し、図１５（ｃ）に示すように、絶縁被膜を除去した箇所に半田ペーストを接続部
材としてディスペンスし、一つの主面に正負の電極が形成されたＬＥＤチップ（長さ０．
８ｍｍ、幅０．３ｍｍ）を発光ダイオード１０として接続部材がディスペンスされた箇所
に所定の向き（正負の電極が一対の電線８の一方と他方とにそれぞれ接続される向き）で
マウントする。そして、リフロー炉を用いて接続部材を溶融し、発光ダイオード１０と電
線８とを接続する。
【０２０６】
　なお、基体４の裏面側の電線８には、ツェナーダイオードなどの保護素子やコネクタな
どを設ける。
【０２０７】
（第４工程）
　次に、図１５（ｄ）に示すように、フラックスを洗浄した後、ＹＡＧ蛍光体を混ぜたシ
リコーン系樹脂を封止部材１４としてポッティングし硬化させる。
【０２０８】
　なお、上記した実施例６、７、８では、電線８として平角線を用いたが、丸線を用いる
ことも可能である。この場合、上糸と下糸を用いるミシンの本縫いを応用し、基体４の貫
通孔に電線８を通し、上糸と下糸（エナメル線）とのテンション及び太さを調節すること
で、所望の寸法で基体４の貫通孔４２から電線８を出すこともできる。具体的には、上糸
のテンションを下糸より高め、下糸の電線８が基体４より頭を出すようにする。この時、
上糸の太さおよびテンションを選ぶことで、下糸が基体４から出る長さを調節することが
できる。
【０２０９】
　以上、本発明の実施形態及び実施例について説明したが、これらの説明は、本発明の一
例に関するものであり、本発明は、これらの説明によって何ら限定されるものではない。
【符号の説明】
【０２１０】
４　　基体
６　　絶縁膜
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８　　電線
８１　被覆
８２　芯線
１０　発光ダイオード
１２　接着剤
１４　封止部材
１６　土手部
１８　溝
２０　接続部材
２２　短絡電線
４２　貫通孔
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